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常
任
委
員
会
の
審
査
報
告

総
務
文
教

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、
議
案

８
件
と
請
願
１
件
で
、
議
案
に

つ
い
て
は
、
館
林
市
基
金
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、
館

林
市
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職

員
の
報
酬
、
期
末
手
当
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
、
館
林

市
第
２
号
会
計
年
度
任
用
職
員

の
給
与
に
関
す
る
条
例
、
地
方

公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例
、
館
林
市
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
、
館
林
市
職

員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

館
林
市
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

館
林
市
立
幼
稚
園
保
育
料
徴
収

条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
８
議

案
で
、
採
決
の
結
果
は
、
８
議

案
と
も
全
員
一
致
を
も
っ
て
、

原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
旧
県
立
館
林
高
等
技

術
専
門
校
跡
地
の
活
用
の
存
続

に
関
す
る
請
願
に
つ
い
て
は
、

全
員
一
致
を
も
っ
て
採
択
す
べ

き
も
の
と
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
ほ
か
、
議
会
か
ら
推
薦

す
る
各
種
委
員
会
委
員
の
う
ち
、

館
林
市
総
合
計
画
審
議
会
委
員

に
平
井
玲
子
議
員
と
渋
谷
理
津

子
議
員
を
選
出
し
ま
し
た
。

市
民
福
祉

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、
館
林

市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
及
び

館
林
市
印
鑑
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
議
案
２
件
で
、

採
決
の
結
果
は
、
２
議
案
と
も

全
員
一
致
を
も
っ
て
、
原
案
の

と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
会
か
ら
推
薦
す
る

各
種
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
館

林
市
総
合
計
画
審
議
会
委
員
及

び
民
生
委
員
推
薦
会
委
員
に
柴

田
信
議
員
と
権
田
昌
弘
議
員
を

選
出
し
ま
し
た
。

経
済
建
設

　

付
託
さ
れ
た
案
件
は
、
館
林

市
公
共
下
水
道
事
業
及
び
農
業

集
落
排
水
事
業
の
設
置
等
に
関

す
る
条
例
、
館
林
市
地
域
し
尿

処
理
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
及
び
館
林
市
附
属
機
関

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
議
案
３
件
で
、
採
決
の

結
果
は
、
館
林
市
地
域
し
尿
処

理
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
、

ほ
か
の
２
議
案
は
全
員
一
致
を

も
っ
て
、
原
案
の
と
お
り
可
決

す
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ
ま
し

た
。

　

ま
た
、
議
会
か
ら
推
薦
す
る

各
種
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
館

林
市
総
合
計
画
審
議
会
委
員
に

川
村
幸
人
議
員
と
櫻
井
正
廣
議

員
を
、
館
林
市
総
合
卸
売
市
場

あ
り
方
検
討
会
委
員
に
今
野
郷

士
議
員
と
野
村
晴
三
議
員
を
、

館
林
市
市
営
住
宅
入
居
者
選
考

委
員
会
委
員
に
今
野
郷
士
議
員
、

野
村
晴
三
議
員
、
小
林
信
議
員

を
そ
れ
ぞ
れ
選
出
し
ま
し
た
。

【12月定例会の予定】
12月		 6 日（金）本会議＝会期の決定、議案提案説明など
	 	 9 日（月）本会議＝議案に対する質疑、委員会付託など
	 10日（火）・11日（水）本会議＝一般質問
	 12日（木）・13日（金）委員会＝常任委員会
	 19日（木）本会議＝表決

議 会 を し て み ま せ ん か傍 聴
　本会議・常任委員会・特別委員会は、どなたでも傍聴することができます。議会では皆様の生活に
直結した重要な問題が審議されます。市政を身近に知るためにも、ぜひ議会を傍聴してください。
　傍聴手続きは、議会棟の３階又は４階に備え付けの用紙に住所・氏名を記入するだけです。
　なお、傍聴席には限りがありますので、団体の場合は、あらかじめ議会事務局までご連絡ください。

☆本会議は午前 10 時開会予定です。会議の日程、時間等は変更になることもあります。
☆一般質問の通告順位表は、12 月 4 日（水）から市のホームページでご覧いただける予定です。
　（http://www.city.tatebayashi.gunma.jp ⇒市議会をクリックしてお入りください。）


